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こども性暴力防止法の事業者マーク（こまもろうマーク）の策定について 

このことについて、こども家庭庁支援局から別添のとおり通知がありましたので、お知らせします。 

令和６年６月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等の

ための措置に関する法律（令和６年法律第69 号。以下「法」という。）第23 条第１項において、認定事

業者等が表示することができる「認定事業者マーク」及び学校設置者等が表示することができる「法定

事業者マーク」（通称「こまもろうマーク」）が定められました。 
「こまもろうマーク」は、対象となる事業者が、施設や広告などに本マークを表示することで、性暴

力防止に取り組む事業者であると、こどもや保護者等に知らせるものとなります。 

こどもを性暴力から守る社会を実現するための一つのシンボルとして、社会全体としてこどもに対す

る性暴力を許さないという機運の醸成に取り組むためにも、法律施行後は、積極的に「こまもろうマー

ク」を活用いただくようお願い申し上げます。 

記 

 
１ 認定事業者マーク 

    対象：認定事業者等（法第19条及び第21条によりこども家庭庁から認定を受けた事業者） 

  例 児童等を専ら対象とする学校教育に類する事業（専修学校（一般課程）・各種学校）など 

 

２ 法定事業者マーク 

対象：学校設置者等（法第２条第３項により義務対象となる事業者） 

例 学校（幼小中高特支、高等専修学校）、認定こども園 など 

 

３ 留意事項 

  対象事業者以外が、本マーク又はこれと紛らわしい表示をすることはできません。 

  使用する際には、あらかじめガイドラインやマニュアルを参照願います。 

様 

【担当】私学振興担当 志和池（しわち） 

電話：019-629-5042 FAX：019-629-5049 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：AH0007@pref.iwate.jp 


